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各市町村教委教育長

殿

各 学 校 （ 園 ） 長

奈良県教育委員会教育長

令和５年度の吉野川分水の通水に伴う

事故防止等について（通知）

このことについて、本年度も大和平野地域への吉野川分水の通水が６月１日から９月２０日（試

験通水は５月８日から５月１７日）まで行われます。

つきましては、通水期間中の事故防止等に取り組むため、下記注意事項について関係地域内の

学校（園）の幼児、児童及び生徒に周知徹底いただきますようお願いします。

記

１ 吉野川分水施設の用水路・樋門（ひもん）・ゲート等の農業用水利施設にむやみに近づかな

いこと。

２ 水路内へ汚物、木片、石、ゴミ、草等を投げ込まないこと。

３ 地域内の河川（曽我川、飛鳥川、寺川、初瀬川、巻向川、西門川、布留川、菩提仙川、葛城

川、水越川、元町川、兄川、高田川、柿本川、太田川、岩谷川、熊谷川、竹田川、葛下川、佐

味田川、富雄川等）は急激な流量の増減が予想されるので、水遊び、水泳、魚釣り等には十分

注意すること。

４ 通水量は、５月８日から５月１７日までの試験通水で２．０㎥/sec程度、６月１日から９月

２０日までの本通水では、最大では８．５㎥/sec程度（ただし、水利権上の最大は９．４０㎥

/sec）となる予定。

５ 水路位置については、別紙「幹線水路図」のとおり。なお、非常災害に際しては、下記へ連

絡すること。

（１） 大和平野土地改良区 橿原市城殿町４５９

ＴＥＬ ０７４４－２２－２０５２

（２） 奈良県食と農の振興部農村振興課 奈良市登大路町３０



ＴＥＬ ０７４２－２７－７４５２

６ 関係地域

奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、御所市、香芝市、葛城市、安

堵町、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、

大淀町

以上２０市町村






